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１ 会議名 産業厚生委員会 

 

２ 日時 

 ⑴ 期日 令和６年12月９日（月） 

 ⑵ 開会 午後２時27分 

 ⑶ 散会 午後３時59分 

 

３ 場所 第２委員会室 

 

４ 出席委員 

竹之内 和 満 委 員 長、大 野 雅 子 副委員長、白 石 純 一 委  員、 

大 田 基 次 委  員、竹 原 信 一 委  員、牟 田   学 委  員、 

濵 田 洋 一 委  員 

 

５ 事務局職員 

議事係主任 松 林 俊 介 

 

６ 会議に付した事件 

  議案第53号 議案第53号 阿久根市子ども発達支援センターこじかの指定管理者の指

定について 

 

７ 議事の経過概要 別紙のとおり 
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産業厚生委員会 令和６年12月９日（月）             開会 午後２時27分 

 

審査の経過概要 

竹之内和満委員長 

ただいまから産業厚生委員会を開会します。 

本日は、議案第53号、阿久根市子ども発達支援センターこじかの指定管理者の指定につ

いての現地調査を行います。 

 

（現地調査 午後２時27分～午後３時57分） 

 

竹之内和満委員長 

現地調査前に引き続き、委員会を再開いたします。 

採決に入る前に、今日見てきたことで何か感想があれば御意見を伺いたいと思います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

これより、議案第53号について採決に入ります。 

まず、討議に入ります。 

討議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

ないようですので、討論に入ります。 

まず、反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

次に、賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければ、以上で討論を終結いたします。 

これより、議案第53号、阿久根市子ども発達支援センターこじかの指定管理者の指定に

ついてを採決いたします。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

以上で、本委員会に付託され、会期内に審議すべき案件は全て議了しました。 

本日採決されました案件に対する委員会審査報告書の作成及び委員長報告並びに議会だ

よりにおける広報広聴委員長からの取材対応につきましては、委員長に御一任願いたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認め、そのように決しました。 

以上で、本日の産業厚生委員会を散会いたします。 

 

（散会 午後３時59分） 

 

産業厚生委員会委員長  竹之内 和 満    


